
後期高齢者医療制度に怒る道民の会
事務局：北海道社保協２００９年
電話011-758-2648 FAX011-758-4666８月 ７日

０９年度の不服審査請求３１人分を提出！
、 「 」本日午前に ０９年度分の 不服審査請求

を道後期高齢者医療審査会（道庁）に提出し
ました。

提出したのは、札幌市・苫小牧市・旭川市
・名寄市・室蘭市・当別町・遠軽町に在住す
る３１名分です （提出後に、釧路市から２名。
分が届きましたので、追加提出します）

提出には、請求人の太田垣信夫さん（南区
・７５歳 、松井一男さん（西区・７５歳）と）
怒る会渡部代表、北区社保協戸田代表など７
人の代理人が参加し、それぞれ審査請求書を
手渡ししました。

太田垣さんは 「７月に誕生日を迎え後期高、
齢者医療制度になった。保険証は届いたが、
保険料の通知が届かないので保険料がいくらになるのか、支払い方法も判らない。年齢で区切る
制度は廃止しかない」と訴えていました。

４社のマスコミが取材に来ており、提出後に、０８年度分の裁決に対する見解の発表を行い、
インタビューに応じました。

０８年度に提出した８０８名の不服審査請求
審査会で、全員が「棄却」「却下」の裁決になる

昨年５月から８月にかけて８０８名が不服審査請求を
おこないましたが、昨日、第３次提出分の裁決書が届
きました。

道社保協に届いたのは甲斐副会長が代理人の１３９
名分で、北区社保協の戸田代理人１３名分、苫小牧社
保協の畠山・浅間代理人３０名分を合わせると１８２
名分です。

裁決結果は、第１次、第２次提出分と同様 「本件審、
査請求を棄却する」というものでした。

これで、私たちが提出した８０８名すべてが棄却も
しくは却下となりました。審査請求を行った当事者一
人一人の切実な声が聞き入れられなかったことは不満
であり、怒りを禁じ得ません。

第三次分を提出したのは昨年の８月８日で、裁決が
出るまでに丸１年が経っています。請求人の中には、
すでに亡くなった方もいます。
制度の開始前も開始後も、高齢者はもちろん多くの国

民が怒りの声を上げました。政府与党は、繰り返し見
直しを行い、今もなお見直しを口にしています。しか
し、いくら見直しを行っても、制度の根幹を変えなけ
れば制度の矛盾は解決しません。

今度の選挙で後期高齢者医療制度の廃止を実現しま
しょう。

《怒る会で「声明」を発表しました》
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